
誓 約 書

谷山中央自動車学校 殿

私は、貴校に教習生として入学しました上は、未成年者・成人学生を
監督・教育する者の同意を得て、校則を遵守し、運転免許の取り消し、
停止等による「免許の欠格事由該当者」でないということを誓い、誠実に
練習に励み、人格、技能ともにすぐれた運転者になるように努力し、技能
の上達を図ります。

※ 上記に違背する場合は退学処分されても異議は申し上げません。

教習料金についての同意書

１ お支払い頂きました教習料金は、卒業までの規定時限数の料金
となっております。規定時限数を超えた場合料金が発生します。
（教習料金単価表記載・追加技能教習料金（1時限））

２ 入校後に中断・転校・退学の場合は、教習料金のうち未教習分
（学科及び技能、高速通行料金、検定等）を返金しますが入学金
及び教材代、証明写真代は返金致しません。

また、転校・退学の場合は手続きに伴う事務手数料を頂きます

３ 教習料金は前納制となっております。教習料金が一部未納の
場合は原則として教習を中断させていただきます。

４ 10時限以降（18:30～）の技能教習を実施された方は１時限
あたり1,100円（税込み）の追加料金が発生いたします。
（学生の方は対象外です）

※ 「１８才未満の方」と「成人学生の方」は、保証人（保護者等）の
署名もお願いします。

※ ご入校後、誓約書・教習料金の同意書の提出がなければ教習は出来
ません。

上記事項に同意いたします

令和 年 月 日

氏 名 印

生年月日 昭・平 年 月 日生

保証人（保護者等） 印
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